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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも２本の細線が撚り合わされた撚り線をその長手方向に所定長さに切断する細線
チップの製造方法。
【請求項２】
請求項１に記載の製造方法において、前記細線を撚り合わせて前記撚り線を形成する工程
を有することを特徴とする細線チップの製造方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の製造方法において、前記撚り線の切断部位に流体を吹付けるこ
とを特徴とする細線チップの製造方法。
【請求項４】
少なくとも２本の細線を撚り合わせて撚り線を形成する撚り線形成部と、前記撚り線をそ
の長手方向に所定の長さに切断する切断部とを有する細線チップの製造装置。
【請求項５】
請求項４に記載の製造装置において、前記撚り線の切断部位に流体を吹付ける流体供給手
段を有することを特徴とする細線チップの製造装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、細線チップを製造する技術に係るものであり、詳しくは、細線チップを溶融し



(2) JP 4168389 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

、球状化させて微小な金属球を得る溶融法において用いられる細線チップを得るに好適な
製造装置および製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、真球度が高く、直径の揃った微小金属球が様々な分野で要求されている。例えば電
子機器の分野では、ＦＣ（Ｆｌｉｐ　Ｃｈｉｐ）、ＢＧＡ（ＢａｌｌＧｒｉｄ　Ａｒｒａ
ｙ）、或いはＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）などエリアアレイ型の接続
端子を有するパッケージが広く用いられるようになっている。エリアアレイ型パッケージ
は、並設された入出力用の接続端子をその裏面に有し、例えば表面に半田が被覆された銅
ボールや半田ボールなど微小金属球がその接続端子に配列され、実装基板上に搭載され、
一括リフローされることにより、実装基板と接続される。
【０００３】
電子機器の高性能化および小型、薄型化に伴い、パッケージは多端子化するとともに接続
端子の配列ピッチは狭小化する傾向にある。そのようなパッケージにパッケージングされ
る電子部品を実装基板に実装する場合や、そのようなパッケージを実装基板に実装する場
合には、平面方向において高精度に位置合わせをする必要がある。さらに一部の電子機器
では、耐衝撃性や放熱性の改善のため、高さ方向、つまり電子部品或いはパッケージと実
装基板との間の空隙を高精度に保持する必要がある。すなわち、このような電子機器にお
いて、電子部品或いはパッケージと実装基板とを接続する微小金属球は、互いを電気的に
導通させるのみならず、空隙を保持するためのスペーサとしても機能するものである。そ
の空隙の間隔は数百μｍ以下であり、さらにその間隔を一様に保持する必要がある。した
がって、スペーサとして機能する微小金属球としては、その直径が数百μｍ以下と径小で
、直径のバラツキが小さく、さらに真球度が高いものが採用される。
【０００４】
通常、電気的導通のみを目的とした微小金属球としては、融点の低いＳｎ基のはんだ合金
を主体としたものが使用される。しかしながら、スペーサとしての機能が要求される用途
では、リフロー時の変形を避けるために、融点の高いＣｕ等を主体とした微小金属球には
んだ合金を被覆したものが採用される。
【０００５】
なお上記説明以外でも、例えば機械装置の分野において、小型ベアリング用のボールとし
てステンレスを主体とした真球度が高く直径の揃った微小金属球が望まれている。
【０００６】
前記微小金属球は、例えば、その体積と同一の体積を有する細線を切断した同材質の細線
チップを準備し、細線チップを、その融点より高温の油中に投入し、溶融した細線チップ
の表面張力で球状化させ、微小金属球を得る油中溶融法、或いは細線チップの融点より高
温の雰囲気に加熱された炉芯管に投入し、自由落下させながら球状化させる気中溶融法な
ど、溶融法により製造される。
【０００７】
溶融法で用いる前記細線チップの製造方法の一例が下記特許文献１に開示されている。特
許文献１には、「複数本の金属細線を束ねて塩化ビニール等の樹脂で被覆し、これを一定
長さに切断した後に被覆をはがして、一定長さの金属線を取り出」し、或いは「複数本の
金属線をテープの間に平行に並べて挟み込み、このテープを一定幅に切断してから金属線
を取り出」し、微小金属球の材質と同一の金属からなる細線を長手方向に定寸切断して細
線チップを得る製造方法が提案されている。
【０００８】
特許文献１で例示される細線を定寸切断し細線チップを得る方法によれば、長手方向に一
定の直径を有する細線を定寸切断することにより、体積のバラツキ範囲の少ない細線チッ
プを容易に得ることができ、従って、前記溶融法において、直径のバラツキが小さな微小
金属球を製造することができる。
【０００９】
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さらに、特許文献１の方法によれば、樹脂やテープなど結束剤で束ねられた複数本の細線
を定寸切断するので細線チップを効率的に製造できるとともに、金属細線の直径が径小に
なった場合でも、径小化による金属細線の剛性低下に起因する切断精度の低下、切断不良
または金属細線自体の破断などの現象の発生を抑制することが可能となり、さらに体積の
バラツキの少ない細線チップを得ることができるという利点がある。
【００１０】
しかしながら、特許文献１の製造方法によれば、複数本の金属細線を結束剤（樹脂、テー
プ）で束ねる必要があり、金属細線を切断した後に結束剤を細線チップから除去する工程
が別途必要になるためコスト高になるという経済的な問題があった。さらに、樹脂やテー
プの除去が不完全な場合にはその残渣が微小金属球に混入するという品質上の問題があっ
た。
【００１１】
【特許文献１】
特開平３－１８０４０１号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した問題を解決するため本発明者らが鋭意検討しなされたものであり、品
質が高く低コストな微小金属球を製造可能な細線チップの製造装置および製造方法を提供
することを目的としている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、少なくとも２本の細線が撚り合わされた撚り線をその長手方向に所定長さに
切断する本発明により達成される。すなわち、本発明の製造方法によれば、細線が寄り合
わされた、つまり所定のピッチで互いに巻回されてなる撚り線は、単一の細線に比べて剛
性が高いので細線チップの体積バラツキを小さくすることができ直径の揃った微小金属球
が製造されるとともに、細線を束ねる際に結束剤を用いる必要がないので、結束剤の除去
工程が不要となり経済的に微小金属球が製造され、また、結束剤の残渣が混入することが
ない高品質な微小金属球が製造される。なお、細線の断面形状は、略円形状または略矩形
状、略三角形状など種々の形状を選択することができる。
【００１４】
さらに、前記細線を撚り合わせて撚り線を形成する工程で撚り線を形成しつつ、その撚り
線をその長手方向に所定の長さに切断すれば、予め撚り線を準備する必要がなく、したが
って、所望の撚り線を任意に形成することができ生産の自由度が高いので好ましい。
【００１５】
さらに、上記発明において、撚り線の切断部位に流体（例えば空気や窒素など気体、或い
は水や油など液体）を吹付ければ、切断された撚り線は流体により即座に解かれて個々に
分離され、効率的に細線チップを得ることができるので好ましい。
【００１６】
上記発明は、少なくとも２本の細線を撚り合わせて撚り線を形成する撚り線形成部と、撚
り線をその長手方向に所定の長さ切断する切断部とを有する本発明の製造装置により実施
される。さらに、撚り線が切断される位置に流体を吹付ける流体供給手段を設けることで
、切断された撚り線を個々に分離する上記発明が実施される。
【００１７】
なお、細線のうち少なくとも一本を芯線とし、残余の細線を該芯線に巻回して撚り線を形
成すれば、撚り線の屈曲が抑制され、搬送時や切断時の撓みが少ないためにより切断不良
が低減され好ましい。さらに、前記芯線を１本とし、その芯線に６本の細線を巻回したも
のとすれば、その切断端部の解け方を一様にでき、もって細線チップの体積バラツキを小
さくできるので好ましい。
【００１８】
細線の直径は特に限定されるものではないが、剛性が低下し切断不良の生じやすい直径１
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００μｍ以下の細線を切断して細線チップを製造する場合において本発明は好適である。
【００１９】
なお、細線を巻回するピッチを小さくすれば撚り線の剛性を高くすることができるが、細
線が斜めに切断されるため得られる細線チップの体積のバラツキが大きくなり、さらに、
端部が解けにくく切断不良が生じやすい。また、細線の巻回ピッチを大きくすれば、切断
端部は解けやすく得られる細線チップの体積バラツキも少ないが、素材の剛性が低下する
ため切断不良が生じやすい。もって、細線の巻回ピッチは、細線チップの長手方向の長さ
より大きく、撚り線の剛性を維持できるピッチを選択する必要がある。
【００２０】
さらに、細線の素材は特に限定されることはなく、例えばＮｉまたはＷ、Ｍｏ、Ｓｎを主
体としたものでもよいが、前記パッケージに採用する微小金属球を製造するためには、Ｃ
ｕまたはＡｕ、Ａｇを主体とした細線であることが望ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の製造方法および製造装置ついて図面を参照し説明する。
［実施態様１］
図１、２は、細線を撚り合わせてなる撚り線の断面図と平面図であり、本発明の第１態様
を説明する図である。図３は、図１の撚り線を切断し、細線チップを製造する製造装置の
概略構成図である。
【００２２】
本発明で細線チップを製造するために用いられる撚り線１は、図１に示すように、少なく
とも２本（本態様では６本）の細線１１を有し、それぞれの細線１１が互いに所定のピッ
チＰで巻回され、撚り合わされてなるものである。このように複数本の細線１１を互いに
巻回することにより細線１１同士が撚られた状態となり、接着剤などを用いることなく機
械的に結束された細線１１により剛性の高い素材１が形成される。
【００２３】
さらに、図２に示すように、基本的には前記撚り線１と同様であるが、複数本の細線２１
のうち少なくとも１本を芯線２１１とし、残余（本態様では６本）の細線２１２は芯線２
１１に所定のピッチＰで巻回された撚り線２とすれば、撚り線１と同様に細線２１同士は
機械的に結束される一方で、撚り線２の中心部に位置する芯線２１１により撚り線２自体
の屈曲が抑制されるので好ましい。
【００２４】
予め準備された上記撚り線１，２は、図３に一例を示すように、その長手方向に所定の長
さに切断する切断部３１を具備した製造装置３により、その長手方向に所定の長さに切断
され、細線チップとなる。
【００２５】
この製造装置３の構成について詳しく説明する。上記切断部３１は、供給された撚り線１
，２を所定の長さ毎に下方（一方）へ間欠的に送り出す送りユニット３２と、所定の長さ
毎に送り出された撚り線１，２を切断する切断ユニット３３とを有している。なお、撚り
線１，２は、例えば図示するようにボビン３４に予め巻き取っておき、ガイドローラなど
で支持されながら送りユニット３２へ供給される。
【００２６】
送りユニット３２は、図示するように、ボビン３４から供給された撚り線１，２を挟持す
る一対のローラ３２１を有し、一方のローラは、その回転を制御する制御装置（図示せず
。）によって所定の回転角度毎に間欠的に回転可能になされている。従って、ローラ３２
１に挟持された撚り線１，２は、所定の長さ毎に下方に送り出されることとなる。
【００２７】
切断ユニット３３は、上記送線ユニット３２から送り出された撚り線１，２が挿通可能な
孔部３５１が形成されたダイ３５と、撚り線１，２の長手方向に対し略直交する方向に横
動可能でダイ３３の下方に配設された撚り線１，２を切断するカッター３６とを有してい
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る。カッター３６は、前記制御装置の制御により前記一方のローラ３２１の回転動作に同
期して間欠的に作動され、したがって、送り出された撚り線１，２は所定の長さ毎に切断
される。
孔部３５１の直径は、孔部３５１の中での撚り線１，２のふらつきを防止して切断精度の
低下や切断不良を抑制するために、撚り線１，２の直径に対し５倍以下とすることが望ま
しい。さらに、孔部３５１の直径が小さい場合には、孔部３５１の内壁に撚り線１，２が
接触し易く、撚り線１，２の断線や引掛りによる送り不良が生じやすいので、撚り線１，
２の直径に対し２倍以上とすることが望ましい。さらに加えて、３倍以上～４倍以下とす
れば好適である。
【００２８】
上記により切断された撚り線１，２は機械的に撚り合わされているので、その殆どは自然
に解けて個々に分離するが、例えば切断後の撚り線１，２に超音波振動や空気の吹付けな
ど所定の外力を作用させれば、より確実に細線チップを分離することができる。
【００２９】
なお、撚り線１，２を切断し細線チップを製造する装置の構成は、上記説明に限定される
ことなく、例えば、撚り線１，２を連続的に送り出しながら、カッターを間欠的に作動さ
せて、所定の長さ毎に撚り線１，２を切断する構成としてもよい。さらに、複数毎の刃が
等ピッチで並列された鋸刃状のカッターで連続的に送り出される撚り線を切断する構成と
してもよい。
【００３０】
［実施態様２］
本発明の第２態様について図４を参照し説明する。図４は、第２態様の製造装置の概略構
成図であり、図１～３と同一の構成については同一の符号を付しその詳細な説明を省略す
る。
【００３１】
図４に示す製造装置４は、上記と同様な切断部３１と、少なくとも２本以上の細線１１，
２１を撚り合わせて撚り線１，２を形成する撚り線形成部４１とを有している。なお、細
線１１、２１は、例えば図示するようにボビン４４に予め巻き取っておき撚り線形成部４
１へ供給され、撚り線形成部４１で形成された撚り線１，２は、ガイドローラなどで支持
されながら切断部３１へ供給される。
【００３２】
撚り線形成部４１は、例えばワイヤロープや電線、化学繊維を製造する際に用いられる線
材を撚り合わせる周知の構成、例えば特開平１０－１９３０１８号公報に例示されるよう
な細線を撚り合わせる構成を有しており、図１に示すように所定のピッチＰで細線１１を
互いに巻回し、或いは図２に示すように所定のピッチＰで細線２１を芯線２１１の周囲に
巻回し、撚り線１，２を形成する。
【００３３】
かかる構成の製造装置４によれば、少なくとも２本以上の細線１１、２１を撚り線形成部
４１で撚り合わせて撚り線１，２を形成する工程で撚り線１，２を形成しつつ、その撚り
線１，２をその長手方向に所定の長さに切断部３１で切断することにより、細線チップが
形成される。この第２態様の切断装置４によれば、予め撚り線１，２を準備することなく
、所望の直径の細線１１，２１により任意の撚り線１，２を形成することができる。
【００３４】
なお、図３，４に示すように、撚り線１，２が切断される部位に流体３７１を吹付ける流
体供給手段３７を設ければ、流体３７１の圧力により切断された撚り線１，２はその位置
で解かれて個々の細線チップに分離される。したがって、細線チップの分離の信頼性をよ
り向上できるとともに、効率的に細線チップが製造される。
なお、前記流体３７１としては、空気が最も低コストであるが、細線チップの切断面の酸
化を抑制したい場合には不活性ガス（窒素、アルゴンなど）を採用すればよい。また、流
体３７１の圧力を高めたい場合には、水や油などを主体とした液体を採用すればよい。こ



(6) JP 4168389 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

の流体３７１の流量が過剰になると撚り線１，２が振動し、安定した切断が困難となるの
で、撚り線１，２の強度および製造条件により適切な流量を設定する必要がある。例えば
、Ｃｕを主体としたφ５０μｍの細線が図２に示すように７本撚り合わせてなる撚り線２
を、流体３７１として空気を採用した図３の製造装置３で切断した場合の空気の流量の最
適な範囲は、０．０２～０．０３（ＭＰａ）であった。
【００３５】
次に、上記第１および第２態様の製造装置３，４を用いて細線チップを作成し、その細線
チップを用いて微小金属球を溶融法により作成した実施例について図面を参照し説明する
。図５は、第１態様の製造装置３で作成された細線チップ（実施例１）により製造された
微小金属球の直径の分布を示したものである。図６は、第２態様の製造装置４で作成され
た細線チップ（実施例２）により製造された微小金属球の直径の分布を示したものである
。図７は、従来の切断装置で単線を切断し、作成された細線チップ（比較例）により製造
された微小金属球の直径の分布を示したものである。図８は、実施例１および２と比較例
の作業時間とその内容を説明する図である。なお、図８の作業時間は、細線を単線で切断
した時間を基準とし相対的に表示されている。
【００３６】
【実施例１】
図１に示すように、Ｃｕを主体とした直径が５０μｍの細線１１が、巻回ピッチＰ＝１ｍ
ｍ（公差５０μｍ）で６本互いに巻回された撚り線１を準備した。図３の製造装置３でそ
の撚り線１を処理して、１０００個の細線チップを作成した。その細線チップを気中溶融
法で球状化し、目標直径が５０μｍの微小金属球を得た。
【００３７】
【実施例２】
Ｃｕを主体とした直径が５０μｍの細線２１を６本準備し、図４に示す製造装置４にその
細線２１を装着して、上記と同様な撚り線１を撚り合わせて、撚り線１を切断し、１００
０個の細線チップを作成した。その細線チップを気中溶融法で球状化し、目標直径が５０
μｍの微小金属球を得た。
【００３８】
【比較例】
Ｃｕを主体とした直径が５０μｍの細線を単線を準備した。その単線を切断し、１０００
個の細線チップを作成し、目標直径が５０μｍの微小金属球を得た。
【００３９】
実施例１および２ともに微小金属球の直径分布は細線を単線で切断した場合と同等であっ
た。さらに、細線を単線で切断した場合には細線の剛性不足に起因した切断不良や送り不
良により作業時間の約２０％の割合で切断中に停止したが、実施例１および２では装置が
停止することは皆無であった。
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、少なくとも２本以上の細線が撚り合わされてなる
撚り線を切断して細線チップを製造するので、細線を束ねるために樹脂やテープを用いる
必要がなく、樹脂やテープの除去工程が不要となり経済的に微小金属球を製造することが
でき、また樹脂やテープの残渣が混入することがない高品質な微小金属球を製造すること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明で用いる撚り線の一例を示す図である。
【図２】本発明で用いる撚り線の一例を示す図である。
【図３】本発明の第１態様に係る製造装置の概略構成図である。
【図４】本発明の第２態様に係る製造装置の概略構成図である。
【図５】本発明の実施例１で製造された微小金属球の直径の分布を示した図である。
【図６】本発明の実施例２で製造された微小金属球の直径の分布を示した図である。
【図７】従来の製造方法で製造された微小金属球の直径の分布を示したものである。
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【図８】実施例１、２と比較例の作業時間と作業の内容を説明する図である。
【符号の説明】
１（２）：撚り線、１１（２１）：細線
３：製造装置、３１：切段部、３２：送りユニット、３３：切断ユニット
４：製造装置、４１：撚り線形成部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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